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周南市議会会議規則の一部を改正する規則 

周南市議会会議規則(平成15年周南市議会規則第1号)の一部を次のように改正す

る。 

目次中 

「第8節 表決(第61条－第70条)      」 

を 

「第8節 表決(第61条－第70条) 

第 9節 公聴会及び参考人(第71条－第77条) 」 

に、「第 9 節」を「第 10 節」に、「第 71 条－第 75 条」を「第 78 条－第 82 条」に、

「第10節」を「第11節」に、「第76条」を「第83条」に、「第77条－第85条」

を「第84条－第92条」に、「第86条－第90条」を「第93条－第97条」に、「第

91条－第94条」を「第98条－第101条」に、「第95条－第100条」を「第102条

－第107条」に、「第101条」を「第108条」に、「第102条」を「第109条」に改

める。 

第35条第1項中「第80条」を「第87条」に改める。 

第7章中第102条を第109条とする。 

第6章中第101条を第108条とする。 

第 5章中第 100条を第107条とし、第95条から第99条までを7条ずつ繰り下げる。 

第 4 章中第 94 条を第 101 条とし、第 91 条から第 93 条までを 7 条ずつ繰り下げる。 

第3章中第90条を第97条とし、第86条から第89条までを7条ずつ繰り下げる。 



第2章中第85条を第92条とし、第77条から第84条までを7条ずつ繰り下げる。 

第1章第10節中第76条を第83条とする。 

第1章中第10節を第11節とする。 

第1章第9節中第75条を第82条とし、第71条から第74条までを7条ずつ繰り下

げる。 

第1章中第9節を第10節とし、第8節の次に次の1節を加える。 

第9節 公聴会及び参考人 

(公聴会開催の手続) 

第 71条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所

及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

(意見を述べようとする者の申出) 

第 72条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由

及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。 

(公述人の決定) 

第 73条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以下

「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、

議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。 

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるとき

は、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 

(公述人の発言) 

第 74条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長

は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

(議員と公述人の質疑) 

第 75条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

(代理人又は文書による意見の陳述) 

第 76条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することがで

きない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 



(参考人) 

第 77条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人

にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければ

ならない。 

2 参考人については、前3条の規定を準用する。 

別表中「第101条関係」を「第108条関係」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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章

 
辞

職
及

び
資

格
の

決
定

 

(
議

長
及

び
副

議
長

の
辞

職
)
 

第
8
6
条

 
(
略

)
 

(
議

長
及

び
副

議
長

の
辞

職
)
 

第
9
3
条

 
(
略

)
 

(
議

員
の

辞
職

)
 

第
8
7
条

 
(
略

)
 

(
議

員
の

辞
職

)
 

第
9
4
条

 
(
略

)
 

(
資

格
決

定
の

要
求

)
 

第
8
8
条

 
(
略

)
 

(
資

格
決

定
の

要
求

)
 

第
9
5
条

 
(
略

)
 

(
資

格
決

定
の

審
査

)
 

第
8
9
条

 
(
略

)
 

(
資

格
決

定
の

審
査

)
 

第
9
6
条

 
(
略

)
 

(
決

定
書

の
交

付
)
 

第
9
0
条

 
(
略

)
 

(
決

定
書

の
交

付
)
 

第
9
7
条

 
(
略

)
 

第
4
章

 
規

律
 

第
4
章

 
規

律
 

(
携

帯
品

)
 

第
9
1
条

 
(
略

)
 

(
携

帯
品

)
 

第
9
8
条

 
(
略

)
 



(
議

事
妨

害
の

禁
止

)
 

第
9
2
条

 
(
略

)
 

(
議

事
妨

害
の

禁
止

)
 

第
9
9
条

 
(
略

)
 

(
資

料
等

印
刷

物
の

配
付

の
許

可
)
 

第
9
3
条

 
(
略

)
 

(
資

料
等

印
刷

物
の

配
付

の
許

可
)
 

第
1
0
0
条

 
(
略

)
 

(
議

長
の

秩
序

保
持

権
)
 

第
9
4
条

 
(
略

)
 

(
議

長
の

秩
序

保
持

権
)
 

第
1
0
1
条

 
(
略

)
 

第
5
章

 
懲

罰
 

第
5
章

 
懲

罰
 

(
懲

罰
動

議
の

提
出

)
 

第
9
5
条

 
(
略

)
 

(
懲

罰
動

議
の

提
出

)
 

第
1
0
2
条

 
(
略

)
 

(
懲

罰
動

議
の

審
査

)
 

第
9
6
条

 
(
略

)
 

(
懲

罰
動

議
の

審
査

)
 

第
1
0
3
条

 
(
略

)
 

(
代

理
弁

明
)
 

第
9
7
条

 
(
略

)
 

(
代

理
弁

明
)
 

第
1
0
4
条

 
(
略

)
 

(
戒

告
又

は
陳

謝
の

方
法

)
 

第
9
8
条

 
(
略

)
 

(
戒

告
又

は
陳

謝
の

方
法

)
 

第
1
0
5
条

 
(
略

)
 

(
出

席
停

止
の

期
間

)
 

第
9
9
条

 
(
略

)
 

(
出

席
停

止
の

期
間

)
 

第
1
0
6
条

 
(
略

)
 

(
懲

罰
の

宣
告

)
 

第
1
0
0
条

 
(
略

)
 

(
懲

罰
の

宣
告

)
 

第
1
0
7
条

 
(
略

)
 

第
6
章

 
協

議
又

は
調

整
を

行
う

た
め

の
場

 
第

6
章

 
協

議
又

は
調

整
を

行
う

た
め

の
場

 

(
協

議
又

は
調

整
を

行
う

た
め

の
場

)
 

第
1
0
1
条

 
(
略

)
 

(
協

議
又

は
調

整
を

行
う

た
め

の
場

)
 

第
1
0
8
条

 
(
略

)
 

第
7
章

 
補

則
 

第
7
章

 
補

則
 

(
会

議
規

則
の

疑
義

に
対

す
る

措
置

)
 

第
1
0
2
条

 
(
略

)
 

(
会

議
規

則
の

疑
義

に
対

す
る

措
置

)
 

第
1
0
9
条

 
(
略

)
 

 

別
表

(
第

1
0
1
条

関
係

)
 

(
略

)
 

 

別
表

(
第

1
0
8
条

関
係

)
 

(
略

)
 


